
１　「考える会」役員について

役職 氏　　名 設置根拠

会　長
 (1名)

 岩原吉治  要綱第4条第1項

要綱第4条第2項
　会長は、考える会を代表し、会務を総理する。

■考える会の顔、代表です。会を取り回し、提言書を完成に導きます。

副会長
(1名)

 柴田伸治  要綱第4条第1項

要綱第4条第3項
　副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたとき、又は会長に事故あるときは、その職務を代理する。

■会長のいちばん近くで補佐します。(副会長だけが会長を補佐するわけではありません。委員全員で補
佐します。)

世話人
(8名)

 大嶋浩敬
 関谷芳枝
 瀬戸保利
 棚橋修二
 伴　高行
 平井しづ
 星野　博
 安井聡太郎
 (五十音順)

 任意

要綱上、規定なし

■ヒアリング・タウンミーティング・フォーラム等、市民との意見交換を盛り上げる世話役として動きま
す。

※ 要綱とは、「一宮市自治基本条例（仮称）を考える会の設置に関する要綱」（第1回全体会で配付した資料②）です。

２　決定過程について

6/  1 ○世話人候補の推薦（投票）

6/15 ○世話人の決定

○世話人の互選により、会長・副会長選出

6/21 ○会長・副会長・世話人の承認

職　　　　　　　　　　務


